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令 和 ５ 年 １ １ 月 ２ ４ 日 

経 済 産 業 省 資 源 エ ネ ル ギ ー 庁 新 エ ネ ル ギ ー 課 風 力 政 策 室 

国 土 交 通 省 港 湾 局 海 洋 ・ 環 境 課 

 

 

「青森県沖日本海（南側）」、「山形県遊佐町沖」に係る 

海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に関する情報の提供について 

 

 

 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律（平

成３０年法律第８９号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づき、令和５年

１０月３日付けで、「青森県沖日本海（南側）」、「山形県遊佐町沖」に係る海洋再生

可能エネルギー発電設備整備促進区域（以下「本促進区域」という。）が指定され、今

後、法第１３条に基づき、本促進区域内海域において海洋再生可能エネルギー発電事業

を行うべき者を選定するための公募（以下「本公募」という。）が実施される予定です。 

本促進区域の指定に当たっては、法第８条第２項に基づき経済産業大臣及び国土交

通大臣が調査を行ったところですが、事業者において本公募への参加及び公募占用計

画における提案内容を検討する際には、当該調査によって得られた情報（以下「本情報」

という。）を参照することが有用と考えられるため、法第４条第２項も踏まえ、今般、

本公募への参加を検討している事業者に対し、本情報を提供することとします。 

本情報の提供を受けることを希望する事業者は、以下で定めるところに従い、本情報

の提供申請を行って下さい。 

 

 

１ 申請の受付期間 

⑴  新規の申請受付期間 

 令和５年１１月２４日（金）から本公募の受付終了日（本公募に係る公募占用指針

で定める公募占用計画の提出締切日）の３ヶ月前まで。 

⑵ 第二次被提供者の追加の申請受付期間 

 情報の提供申請に対する回答日の翌日から本公募の受付終了日（本公募に係る公募

占用指針で定める公募占用計画の提出締切日）の１ヶ月前まで 
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２ 本情報の内容 

⑴ 風況・海象等の調査の結果【注】 

項目 内容 

気象 風況 年平均風速、風速分布・風向分布、乱流強度、極値風速等 

海象 

潮汐 潮汐変化、最高／最低静水位等 

波浪 有義波高・波のピーク周期等 

海底 海底形状、海底人工物、海底面下の土層構造等（音波探査・土質調査） 

【注】申請の受付開始後、必要な調整が済み次第追完した内容を提供する予定。 

 

⑵ 系統に係る契約等の情報 

本公募は、系統を確保し、これを本公募へ活用することを希望した事業者（以下「系

統提供事業者」という。）が確保した系統容量を活用することを前提に実施するため、

当該事業者から提供を受けた下表の情報を提供する。また、本情報提供を受けた者は、

事業計画を検討する為に、それぞれの事業者の責任の下で、出力規模の変更等が可能

か否かについて、接続検討申込みを行うことで一般送配電事業者に確認することが可

能である。なお、一般送配電事業者に接続検討申込みを行う際は、本公募に基づく申

込みであることが分かるように、接続検討申込書に対象事業者である旨を確認できる

書類（経済産業省及び国土交通省から情報の提供を通知した書面等）を添付すること。 

 

 項目 内容 

系統に係る契約等の

情報 

系統提供事業者から提供を受けた接続検討回答書のう

ち、下記を除いた情報 

①単機あたりの発電機情報及び基数、変圧器の情報 

②力率の情報 

③三相短絡容量計算書の情報 

承継が義務付けられ

る資産等の承継価格

を算出するために必

要な情報 

系統提供事業者が一般送配電事業者に対して支出した

実費（工事費負担金等）及びその支払日、未払の工事費

負担金の額等 

承継する系統容量に

付随する事業資産等

の情報 

発電事業者が自己の責任で敷設する自営線や、海底ケー

ブルの敷設状況等に関する情報等（各事業者により容易

に異なる選択肢を選択し得ると考えられるもの等を除

いたもの） 
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(3) 防衛省への確認に当たり風車の設置位置等の検討に参考となる情報【青森県沖

日本海（南側）のみ提供】 

本公募に係る公募占用指針に基づく防衛省への確認に当たっての参考資料として、

促進区域内における自衛隊・在日米軍の活動に支障を及ぼさない洋上風車の高さ等に

ついて示した情報を提供する。 

 

３ 本情報提供を受けるための申請要件 

本情報は、本公募への参加及び公募占用計画の提案内容の検討のために情報を提供

するものであることを踏まえ、本情報の提供申請ができる事業者は、以下の要件をい

ずれも満たす事業者とする。 

なお、コンソーシアムにより本公募への参加を希望する場合には、コンソーシアム

を構成する全ての事業者につき以下の要件を満たす必要があることに留意すること。 

⑴ 本公募への参加を検討していること 

⑵ 本情報は本公募へ参加する目的でのみ使用することとし、下記４で定める本情報

の取扱いに係る留意事項を遵守する旨の誓約書を提出すること 

⑶ 「一般海域における占用公募制度の運用指針」の「別紙 参加資格」のうち、本

公募の開始前に確認可能である要件（「申請者に国内外における風力発電の設置及

び運営実績があること」を除く。）として【別紙】「情報提供を受けるための申請要

件」に掲げる要件を満たしていること 

なお、SPC等の事業体を申請者とする場合には、当該事業体の議決権を有し、事

業実績（【別紙】（１）②）の評価対象となる企業についても、【別紙】「情報提供を

受けるための申請要件」に掲げる各要件（【別紙】（１）①を除く。）を満たす必要

がある。 

 

４ 本情報の利用条件 

 本情報の提供を受けることを希望する事業者は、本情報の取扱いに関し、以下の⑴

～⑶の利用条件を遵守しなければならない。 

本情報の提供を受けた事業者がこれらの条件に違反した場合には、当該事業者にお

ける応募は無効とし、選定事業者の選定及び公募占用計画の認定の取消しの対象とな

るほか、一定の期間、法に基づく公募（本促進区域以外の海域における公募も含む。）

の参加資格の停止措置を講じる場合がある。 

⑴ 本情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止 

本情報は、いずれも本公募への参加及び公募占用計画の提案内容の検討に利用す

る目的でのみ使用することを前提に提供するものであるため、守秘義務対象情報と

し、上記の目的外での本情報の利用や、後記⑵で定める場合以外の本情報の第三者

への提供は禁止する。 

本情報の提供を受けることを希望する者は、【様式１】「守秘義務対象情報の取得

資格審査申請書」及び【様式２】「守秘義務の遵守に関する誓約書」を提出しなけ

ればならない（コンソーシアムで申請する場合は、守秘義務の遵守に関する誓約書

をそれぞれが作成し、まとめて提出すること）。 
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⑵ 予定協力企業等に対する本情報の提供 

上記⑴にかかわらず、本情報の提供を受けた事業者は、当該事業者による公募占

用計画の提案の検討への支援・協力を目的とした関心を有する者（以下「予定協力

企業等」という。）に、本情報を提供することができる。 

予定協力企業等に本情報を提供する場合には、【様式３】「第二次被提供者の名称

等」及び当該予定協力企業等が作成した【様式２】「守秘義務の遵守に関する誓約

書」を提出しなければならない。 

 

⑶ 本情報の破棄 

本情報の提供を受けた事業者は、以下の条件に基づき、本情報の破棄を行わなけ

ればならない。 

① 情報の破棄の方法 

提供された本情報に係る印刷物等（情報提供された印刷物、複写物、複製及び

ハードディスク等の記録媒体への記録を含むがこれに限らない。）を破棄した上

で、下記６の書類の提出先に、【様式４】の「守秘義務対象情報の破棄に関する報

告書」を提出しなければならない。 

なお、第二次被提供者における情報の破棄の報告については、各社の【様式４】

を代表企業が取りまとめの上、下記６の書類の提出先に提出すること。 

② 情報の破棄の期限 

・本公募に参加しなかった場合は、本公募の受付終了日（本公募に係る公募占用

指針で定める公募占用計画の提出締切日）から１ヶ月以内。 

・本公募により選定事業者に選定されなかった場合は、選定結果が公表された日

から１ヶ月以内。 

・本公募により選定事業者に選定された場合は、本促進区域の占用が終了した日

から１ヶ月以内。 

・本公募により選定事業者に選定された後、法第２０条に基づき他者に地位を承

継する場合は、承継した日から１ヶ月以内。 

 

５ 申請に必要な書類 

 本情報の提供申請に必要な書類は、以下のとおり。なお、複数の海域について情報

提供を申請する場合、それぞれの海域ごとに申請書類を提出すること。 

なお、各提出書類への押印・印鑑証明書添付については、（１）電子署名＋タイム

スタンプ＋電子証明書、または（２）署名＋署名認証（公証人証明、直近３ヶ月以内）

のいずれかの方法をもって替えることができる。押印のみ（印鑑証明書の添付不要）

の様式については、電子署名又は署名をもって替えることができる。これらの方法に

よる場合は、必要に応じて様式を修正の上、提出すること。また、海外の電子証明書、

署名証明書の場合は、日本語訳も添付すること。 

・【様式１】守秘義務対象情報の提供を受けるための申請書 

・【様式２】守秘義務の遵守に関する誓約書（※１） 
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・【様式５】実績を証する書類（※２） 

・【様式６】関心表明書（※３） 

・事業実施のための資金的裏付けがあることを証する書類（※４） 

 －【様式７】金融機関の関心表明及び実績 

  又は 

 －事業者名義の誓約書（様式自由） 

・上記書類に記載の添付書類 

 

※１ コンソーシアムの場合には、コンソーシアムの全ての構成員がそれぞれ作成した誓約書が必

要。 

※２ 【別紙】情報提供を受けるための申請要件（１）②の条件を満たす実績を記載すること。 

※３ 【別紙】情報提供を受けるための申請要件（１）②の条件を満たす実績について、申請者又

はコンソーシアムの構成員以外の実績を考慮する場合にのみ作成する。 

※４ 【別紙】情報提供を受けるための申請要件（１）③の条件を満たすことを証するための書類。 

 

（予定協力企業等に本情報を提供する場合） 

   上記の書類に加え、以下の書類の提出が必要。 

  ・【様式２】守秘義務の遵守に関する誓約書 

・【様式２】に押印された印鑑の印鑑証明書 

・【様式３】第二次被提供者の名称等 

・【様式３】に記載の添付書類 

 

（その他） 

  上記の書類に加え、以下の事項に該当する場合は、書類の提出が必要。 

・守秘義務対象情報の提供を受ける者を追加する場合。 

  【様式１－２】守秘義務対象情報の提供を受けるための変更申請書 

・守秘義務対象情報の提供を受けた者の申請内容（事業者名、所在地、代表者氏名等）

の変更が生じた場合。 

【様式１－３】守秘義務対象情報の提供を受けた者の申請内容変更届 

・守秘義務対象情報の提供を受ける者を追加する場合。 

【様式３－２】第二次被提供者の名称等の変更 

・第二次被提供者の区分（代表企業又はコンソーシアム構成員の関係会社、応募アド

バイザー及び協力企業の別。）の変更を行う場合。 

【様式３－３】第二次被提供者等の区分の変更届 

・代表企業が公募参加を取りやめ、コンソーシアム構成員等へ【様式３】「第二次被

提供の名称等」における誓約内容を承継する場合。 

【様式４－２】守秘義務対象情報の破棄に関する報告書 

  ･本公募により選定事業者に選定された者が、認定された公募占用計画に従い、守秘

義務対象情報の提供を受ける者を追加する場合。 

   【様式１－２】を準用し、申請内容の変更を届け出ること。 
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６ 書類の提出先 

 本情報の提供申請を行う場合その他必要書類を提出する場合には、当該書類を作成

又は取得・添付の上、下記の宛先・アドレス宛に電子メールで送付すること。 

【宛名】 

経済産業省資源エネルギー庁新エネルギー課 

国土交通省港湾局海洋・環境課「再エネ海域利用法制度」担当 宛 

【メールアドレス】 

（経済産業省）bzl-zyouhouteikyou2023@meti.go.jp 

（国土交通省）hqt-zyouhouteikyou2023@gxb.mlit.go.jp 

※ 件名に、「○○○沖海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に関する情報

の提供申請について」と記載。 

※ 電子メールの提出が難しい場合は、下記住所まで郵送可（期限必着） 

住所：〒140-0001 東京都品川区北品川 1-3-12 第 5小池ビル 5階 

（国土交通省港湾局海洋・環境課海洋利用調査センター） 

 

７ 本情報の提供申請に対する回答 

 前記６のとおり書類提出後、上記５の申請に必要な書類に不備・不足のないことが

確認できてから１０営業日以内を目安に、情報提供の可否及び方法について電子メー

ルで回答する。 

 なお、申請書類に不備がある場合や申請書類によっても上記３の情報提供を受ける

ための申請要件を満たすことが確認できない場合等には、本情報を提供しない。 

 また、本情報の提供申請及び第二次被提供者の追加指定にかかる変更申請が非常に

多数にわたる場合などには、申請書類の確認に上記日数以上の時間を要する場合があ

るため、余裕をもって計画的に申請を行うこと。  

mailto:hqt-zyouhouteikyou2022@gxb.mlit.go.jp
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【別紙】 情報提供を受けるための申請要件 

 

（１）申請者が、次のいずれにも該当する者であること 

① 国内法人（国内に本店又は主たる事務所を有する法人）であること（公募参加者が

コンソーシアムであるときは、その構成員の全てが該当すること） 

② 国内外における海洋土木工事の実績（国内実績の場合は港湾土木工事、港湾等しゅ

んせつ工事、港湾等鋼構造物工事に該当する工事で、本情報の提供の申請日前 10 年

以内に行われた実績に限る。）があること【様式５】（申請者以外の協力企業が実績

を有している場合も含む。なお、協力企業を活用する場合は、当該企業の関心表明書

【様式６】を提出すること） 

③ 事業実施のための資金的裏付けがあること 

（プロジェクトファイナンスを利用する予定の場合） 

 金融機関の関心表明及びプロジェクトファイナンスの融資実績があること【様式７】 

 ※なお、金融機関が、関心表明を提出する時点で、金融庁長官に登録された格付業者

による長期信用格付Ａ-又はＡ３以上であることを要する。 

（自己資金による予定の場合） 

  以下の内容が記載された事業者名義の誓約書があること（様式自由） 

 ㋐ 事業実施を自己資金で行うことへの本誓約に必要な社内手続を経ていること 

 ㋑ また、外部からの資金調達を一部又は全部の資金の前提とする場合は、調達方

法、調達先との検討状況、今後必要となる手続 

 

（２）申請者及び第二次被提供者が、本情報の提供申請日から情報の提供を受ける時点ま

での期間に、次のいずれにも該当しない者であること（公募参加者がコンソーシアム

であるときは、その構成員の全てが該当しないこと） 

① 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律、電

気事業者による再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法又は電気事

業法の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け

ることがなくなった日から二年を経過しない者  

② 法人であって、その役員のうち①に該当する者があるもの  

③ 次のいずれにも該当しない者  

イ) 次の申立てがなされている者  

a 破産法第１８条又は第１９条の規定による破産手続開始の申立て 

b 会社更生法第１７条に基づく更正手続開始の申立て 

c 民事再生法第２１条の規定による再生手続の申立て 

ロ) 経済産業省及び国土交通省により、現に指名停止措置を受けている者  

ハ) 協議会に参加している都道府県及び市町村から現に指名停止措置を受けている者  

ニ) 法人税の滞納者  

ホ) 次に該当する者  

a 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員であると認められる者 
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b 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

c 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

d 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している

と認められる者 

e 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め

られる者 

f 暴力団員である事を知りながら、暴力団員を雇用し、又は使用している者 

ト) 次のいずれかに該当するとして経済産業省及び国土交通省から現に参加資格を認

めないこととされている者  

a 法第 21 条に基づき経済産業大臣及び国土交通大臣に公募占用計画の認定の取消

しを受けた者 

b 促進区域の指定のため、系統の提供を希望したにもかかわらず、公募において他

の事業者が選定された際に、合理的な理由なく当該事業者に自らが確保した系統

を承継しなかった者 

c 国による促進区域指定のための情報収集において事業者が国に提供したデータに

偽造等があった者 

d 公募の開始から終了までの間に地元関係者への接触を行い、本事業に係る公募に

よる選定手続の公平性、透明性及び競争性を阻害した者 

e 上記のほか公募占用指針第５章（１）２）で規定する遵守事項に違反した者 

f 公募占用指針第５章（３）ⅱ）①イ）及びⅲ）①イ）で規定する保証金納付規定

を遵守しなかった者 

g その他公募の参加を認めるべきでない行為を行った者 


